
１１ 医療体制整備事業 

 〔現況及び施策の方向〕〔現況及び施策の方向〕〔現況及び施策の方向〕〔現況及び施策の方向〕    「広島県保健医療計画」（六次改正版（平成 25年 3月））に基づき，質が高く効率的な地域医療体制を確保していくための事業を着実に推進する。 
 〔事業の内容〕〔事業の内容〕〔事業の内容〕〔事業の内容〕    １ 保健医療計画の推進（予算額 9,901 千円） 広島県保健医療計画に基づき，7 つの二次保健医療圏ごとに策定した地域保健医療計画の着実な推進に向け，各圏域に設置された圏域地域保健対策協議会において必要な調査及び事業を実施するとともに，圏域ごとの連携強化のための合同研修会を実施する。（昭和 53 年度創設）    ２ 地域医療再生計画の推進   救急医療の確保，地域の医師確保など，地域の医療課題を解決するために平成 21 年度に策定した広島県地域医療再生計画及び平成23年度に策定した広島県新地域医療再生計画に基づく事業及び関連事業を実施する。（平成 21年度創設）   広島県地域医療再生計画                              計画期間：平成 21 年度～平成 25 年度 計画の対象圏域 計画の対象提案 対象エリア    広島圏域  ① 広島都市圏の救急医療体制の充実強化 ・救急医療コントロール機能を担う広島市民病院の整備等 ・可部夜間急病センターの設置 （関連事業）厚生連廣島総合病院の救急医療体制の強化 二次医療圏 ② 広島都市部の 4 基幹病院の再編 ・高精度放射線治療センター（仮称）の設置 二次医療圏 ③ 総合的な人材確保対策の基盤づくり ・広島県地域医療総合支援センター（仮称）の設置 ・地域医療体制の確保と医師の定着促進 全県    福山・府中圏域 （＋尾三圏域） ① 中山間地域における医療機関の再編・連携強化 ・府中地域の医療機能の連携検討など ・公立世羅中央病院及び三原市立くい市民病院の機能強化 ・在宅高齢者等支援情報の提供 二次医療圏 ② 福山市域の救急医療体制の充実強化 ・福山夜間成人診療所の整備 ・岡山大学寄附講座の設置 ・診療支援医師派遣体制の整備 ・救急医療体制の充実強化 ・救急医療体制等機能の強化 二次医療圏 ③ 中山間地域における医療の確保 ・大学医学部地域枠の拡大 ・瀬戸内海巡回診療船「済生丸」の建造支援 全県     再生計画関連事業：三次地区・庄原地区の救急医療体制の充実強化 
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広島県新地域医療再生計画                              計画期間：平成 23 年度～平成 25 年度  区分 事業  Ⅰ情報基盤の整備 医療情報連携 ①ひろしま医療情報ネットワークの整備 県民への情報提供 ②県民への医療情報の提供及び普及啓発の推進 Ⅱ予防・急性期医療体制の強化 ③広島県感染症・疾病管理センター（広島版ＣＤＣ）の整備 ④ドクターヘリの導入 ⑤小児救急専門病床（ＰＩＣＵ）の整備及び小児専門医療機器の整備 ⑥がん医療の集約化に向けた人材育成（寄附講座の創設） Ⅲ回復期・慢性期におけるチーム医療体制の強化 ⑦心不全・脳卒中に係る地域リハビリテーション支援体制の整備 ⑧医療と介護の連携による広島モデルのチームケア体制の整備推進 Ⅳ医療資源の地域偏在解消 ⑨中山間地域等への診療支援医師派遣体制の整備 ⑩医師の診療科・地域偏在の解消に向けた調査・研究の推進 ⑪ナースセンターの機能強化等による看護師確保対策の拡充 Ⅴへき地医療の支援 ⑫無医地区等における在宅療養推進に向けた巡回診療体制の強化 ⑬診療船「済生丸」の強化  Ⅰ災害発生時の医療提供体制の確保 ①-1 地域の医療資源を活用した災害時の救命・救急医療体制整備 ①-2 医療施設の耐震化等の整備促進   （病床削減を伴う整備） ①-3災害拠点病院の機能強化     ３ 医療情報連携の推進（予算額 597,814 千円）            医療機関の連携や機能分担を進め，効率的な医療連携体制を全県で構築するため，診療情報や画像情報などの医療情報を複数の医療機関で共有できるよう，基盤となる「ひろしま医療情報ネットワーク（ＨＭネット）」を整備する。（平成 23年度創設）     ４ 広島県地域保健対策協議会活動の推進（予算額 10,000 千円） 本県の医療及び公衆衛生の向上を期して，地域保健に関する総合的な調査を行うため，県，広島市，広島大学及び（社）広島県医師会の四者を基本的メンバーとしている広島県地域保健対策協議会の活動を積極的に推進する。（昭和 44年度創設）     ５ 医師確保対策の推進（予算額 474,737 千円） 利用者側の立場を重視したより安全で質の高い効率的な地域医療体制を確保するため，医師の確保対策を推進する。 （1） 広島県医師育成奨学金（予算額 218,400 千円） ア 広島大学ふるさと枠，岡山大学地域枠       国の緊急医師確保対策による大学医学部入学定員の増員として，地域医療を担う医師の育成を目的として設けられた広島大学ふるさと枠及び岡山大学地域枠について，各々の入学生を対象に奨学金を貸与し，中長期的な医師確保を図る。（平成 21 年度創設） 奨学金額：20万円／月，予定人数：72名 （平成 25年度新規枠：広島大学 18名・岡山大学 2名，既存分：広島大学 50名・岡山大学 2名） 
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イ 一般募集        将来，広島県内の公的医療機関等に従事する意向のある医学専攻の大学生，大学院生，後期研修医を対象に広く奨学生を募集し，奨学金を貸与する。（平成 18 年度創設，平成 20 年度制度見直し）    奨学金額：20 万円／月，予定人数：19 名（平成 25 年度新規枠：4名，既存分：15名）  （2） 女性医師等就労環境整備（予算額 41,820 千円） 女性医師等の就労環境整備の一環として，医療機関が実施する女性医師等の短時間正規雇用制度若しくはベビーシッター等保育サービス活用支援制度の導入，女性医師等の宿直等への代替職員の活用，復職研修の受入に対して助成する。(平成 22年度創設)  （3） 広島大学医学部寄附講座の設置(予算額 40,000 千円) 広島大学との協定に基づき設置した「地域医療システム学講座」において，地域医療体制の確保と地域医療に携わる医師の養成を図る。（平成 22 年度創設）  （4） 産科・救急医確保支援事業（予算額 141,386千円） 過酷な勤務環境にある産科や救急医の処遇改善を図り，地域の産科や救急医療体制を確保するため，医療機関が支給する分娩手当や研修医手当，新生児医療手当，救急勤務医手当の一部を助成する。                 （平成 21年度創設）  第 1表 産科・救急医確保支援事業の概要 

 （5） 医療資源偏在解消のための方策に関する検討等（予算額 33,131 千円） 地域医療の維持・確保に向けて，住民の合意形成を図る取組を行うとともに，医療・介護の提供，受給状況等を把握することができる分析システムの整備を行う。（平成 23年度創設）  ６ 広島県地域保健医療推進機構による医師確保等の実施（予算額 180,327 千円）   広島県地域医療再生計画に基づき，県，市町，広島県医師会，広島大学等で構成する（公財）広島県地域保健医療推進機構において，県内の地域医療の確保に向けて，医師の地域偏在解消のための配置調整や医師確保，人材育成等に総合的かつ機動的に取り組む。 

区 分 ①分娩手当・②研修医手当・③新生児医療手当 救急勤務医手当 事業内容 ① 産科医等に分娩手当を支給する医療機関に対し，手当の一部を助成。 ② 産科を選択する後期臨床研修医に手当を支給する医療機関に対し，手当の一部を助成。 ③ 新生児集中治療室の新生児担当医に新生児医療手当を支給する医療機関に対し，手当の一部を助成。 休日・夜間の救急を担う医師に，救急勤務医手当を支給する二次救急医療機関に対し，手当の一部を助成。 補 助 先  負担割合 ○周産期母子医療センター ※ 国 1/3 県 1/3 事業主 1/3 ○その他 国 1/3 県 1/6 市町・事業主 1/2 ※ 公立病院は，国 1/3，事業主 2/3 ○小児救急医療拠点病院  ※国 1/3 県 1/3 事業主 1/3 ○二次救急医療機関(輪番制病院等) 国 1/3 県 1/6 市町・事業主 1/2 ※ 公立病院は，国 1/3，事業主 2/3 手当額 (国基準額) ①分娩手当   10,000 円/件 ②研修医手当 50,000 円/月 ③新生児医療手当 10,000 円/件 ○土･日･祝日の昼間  （平成 23 年度以前に手当を導入の病院＠4,523円 （平成 24 年度に手当を導入の病院＠6,785円） ○毎夜間       （平成 23 年度以前に手当を導入の病院＠6,220 円 （平成 24 年度に手当を導入の病院＠9,330 円） 



（1） 医師の派遣調整 県，市町，広島大学，広島県医師会等との連携の下，地域医療を志す医師（自治医科大学卒業医師，広島大学医学部ふるさと枠卒業医師，広島県医師育成奨学金貸与医師等）の配置調整を行うとともに，県内定着を支援する。（平成 23年度創設）  （2） 医師の勤務する医療機関のあっせん，調整 県外医師の県内への招致，女性医師やプラチナ世代の医師の就業を促進する観点から，職業紹介事業による就業のあっせん調整を行う。また，県外医師との面談の実施や県外のふるさとドクターネット広島登録医師・広島県出身医師等へのアプローチなどを通じて，県外医師の県内への招致活動を行い，県内の医師確保と県内定着を促進する。（平成 23年度創設）  （3） 診療支援医師派遣体制の整備事業    広島大学の大学院生で，地域への診療支援が可能な医師に対し，中山間地域等の医療機関への診療支援に係る奨励金を支給する。（平成 23年度創設）  （4） 魅力ある人材育成システムの整備 地域医療を志す医学生等を対象とした中山間地域等の医療現場の体験を通じて地域医療への理解を深めるセミナーの実施や，県内臨床研修病院のＰＲ活動への支援，県内の複数の医療機関の若手医師が行う研修会等の活動への支援，新人看護職員研修のサポートなどにより，広島県の地域医療を支える人材を育成する。（平成 23年度創設）  （5） 女性医師等の離職防止支援などの体制づくり 女性医師等の離職防止や職場復帰に向けた支援，就労環境を改善するための支援を推進する。（平成23 年度創設）  （6） プラチナ世代の医師等による常勤医師の支援 定年退職された医師や子息に医院を継承された医師等のプラチナ世代の医師が代診や診療応援を行い地域医療を支援する仕組みを構築する。（平成 23 年度創設）  （7） 市町・住民の取組への支援 地域医療の維持・確保に係る地域住民の理解・協力の促進のための市町等の取組を促進する。（平成23 年度創設）  （8） 広島県へき地医療支援機構の運営 広島県へき地医療支援機構の事務局を担い，県立広島病院地域医療支援センター及びへき地医療拠点病院と連携して，へき地医療拠点病院に対する医師の派遣要請，総合的な診療支援事業の企画・調整等を行う。（平成 23 年度創設）  （9） 情報収集・情報発信 県内の医療機関のニーズや地域医療情報を把握するとともに，ふるさとドクターネット広島などを通じて広島県の魅力ある医療情報を県内外に発信する。（平成 23年度創設）   



７ へき地・中山間地域医療対策の充実（予算額 282,389 千円） 広島県へき地保健医療計画等を踏まえた医療支援事業や医療資源に恵まれない中山間地域等における医療を確保するため，当該地域の市町が実施する医療確保事業に対する援助を行う。 （1） 中山間地域における医療機関の再編・連携強化（予算額 146,235 千円）   ア 府中地域の医療機能の強化（予算額 145,735 千円） 府中地域の病院連携により，不足する診療科への医師配置等を検討するとともに，老朽化が進む府中市民病院の建替整備に対する助成を行う。（平成 22年度創設）   イ 府中地域及び世羅地域医療機能連携合同会議の開催（予算額 500 千円） 府中地域と世羅地域の関係医療機関及び行政による合同会議を開催し，医療連携や医療提供体制のあり方など医療機能を維持するための検討を行う。（平成 22 年度創設）  （2） へき地医療施設等の整備・運営費の助成（予算額 56,954 千円） ア へき地医療拠点病院の整備・運営費の助成（予算額 46,954 千円） へき地医療支援機構の調整・指導の下で，所属する二次保健医療圏を越えて，へき地診療所等に対する代診医派遣，無医地区等への巡回診療，遠隔医療支援システム等による診療支援等を実施する機関として 9病院を指定（平成 25年 4月 1日現在）し，その施設・設備整備費及び運営費を助成する。（平成 14年度創設）  第 2表 へき地医療拠点病院の状況 病 院 名 二次保健医療圏 へき地医療活動 指 定 県 立 広 島 病 院           広   島  代診医派遣       （随時） 平成 14 年 厚生連吉田総合病院           広   島  へき地診療所等医師派遣 （週 3日，1 地区） 平成 14 年 安 芸 太 田 病 院           広   島  代診医派遣       （随時） 平成 15 年 広島市立安佐市民病院 広   島  へき地診療所等医師派遣 （随時） 平成 24 年 国立病院機構広島西医療ｾﾝﾀｰ 広 島 西  へき地診療所等医師派遣 （随時） 平成 14 年 厚生連廣島総合病院           広 島 西 へき地診療所等医師派遣 （週 2日，1 地区） 平成 23 年 神 石高 原町 立 病 院           福山・府中  無医地区巡回診療    （年 23 回，1 地区）  へき地診療所等医師派遣 （週 1日，1 地区） 平成 21 年 市 立 三 次 中 央 病 院           備   北  へき地診療所等医師派遣 （週 1日，1 地区）  遠隔医療支援      （3施設）  代診医派遣       （随時） 平成 14 年 庄 原 赤 十 字 病 院           備   北  無医地区巡回診療    （週 1日，1 地区）  遠隔医療支援      （3施設）  代診医派遣       （随時） 平成 14 年  第 3表 へき地医療拠点病院助成実施・予定状況                                      （単位 か所） 年  度 整   備 運  営 施  設 設  備 平成 25 年度（予定） － 0 7 平成 24 年度 － 1 7 平成 23 年度 － 1 6                                〔負担割合 国 1／2，県 1／2〕  イ へき地診療所の整備状況及び整備・運営費の助成（予算額 10,000 千円） 無医地区等における地域住民の医療を確保するため，市町等が整備するへき地診療所に対し，その施設・設備整備費及び運営費を助成する。（昭和 31年度創設）  



第 4表 へき地診療所の状況                                             （単位 か所）                二次保健医療圏 公立 公立以外 補助を受けて設置した診療所 国民健康保険直営診療所 広   島 2 安芸高田市横田診療所，安芸高田市川根診療所 2 北広島町雄鹿原診療所，北広島町八幡診療所 －  広 島 西 1 廿日市市吉和診療所 －  2 栗谷診療所，阿多田診療所 広 島 中 央      －  2 東広島市国保小田診療所，東広島市国保戸野診療所 －  尾   三 －  －  1 かもめ診療所 福山・府中 －  1 神石高原町高蓋診療所 1 鈴木ｸﾘﾆｯｸ 備   北 3 三次市作木診療所，庄原市口和診療所，庄原市高野診療所 5 三次市国保川西診療所，庄原市国保総領診療所，三次市国保君田診療所，三次市国保君田診療所櫃田出張所，三次市国保君田診療所神之瀬出張所 －   第 5表 へき地診療所助成実施・予定状況                                   (単位 か所） 年   度 整     備 運  営 施  設 設  備 平成 25 年度（予定）       0(0)      0(0)        1 平成 24 年度       0(0)      1(0)        1 平成 23 年度       0(0)      1(0)        1     （注）（ ）内は，過疎地域特定診療所数（内数）  負担割合 整備：国 1／2，事業者 1／2                                  運営：（国庫補助事業）国 2／3，事業者 1／3 等  ウ へき地患者輸送車（艇）の整備状況 市町が行う患者輸送事業に対して，その整備費を助成する等により，無医地区等における地域住民の受療機会を確保する。（昭和 38年度創設）  第 6表 へき地患者輸送車（艇）の状況                                             （単位 台，艇） 二次保健医療圏 輸   送   車 輸   送   艇 広   島 4  広島市(2)  安芸高田市(2) －  広 島 中 央      1 大崎上島町 1 大崎上島町 尾   三 1  三原市 －   （3） 離島巡回診療の実施（予算額 75,500 千円）   ア 診療船「済生丸」の運営（予算額 5,500 千円） 社会福祉法人恩賜財団済生会による離島巡回診療に対し，その運営費を助成する。（昭和48年度創設）  第 7表 離島巡回診療実施状況                                       (単位 市町，地区，日，千円） 年   度 市 町 数       地 区 数       日   数 県費補助額       平成 25 年度(予定) 5 19 53 5,500 平成 24 年度 5 19 53 5,500 平成 23 年度 5 19 53 5,500                                            （負担割合 県 10／10）    イ 【新】診療船「済生丸」の強化（予算額 70,000 千円） 老朽化した診療船の新船建造及び医療機器等の整備拡充に対し助成する。（平成25年度創設）  （4） 無医地区における巡回診療体制の強化（予算額 3,700 千円） 医療機器を搭載した移動診療車を整備し，へき地医療拠点病院が実施する巡回診療に対し，その運営費等を助成する。（平成 23年度創設） 



８ 救急医療の充実（予算額 1,091,150 千円） 救急医療の確保を図るため，救急医療施設の体系的整備，救急医療情報ネットワークの運営などを計画的に推進する。（昭和 52 年度創設） （1） 救急医療コントロール機能を担う広島市民病院の整備等（予算額 104,426千円） 救急搬送患者の受入困難事案を解消するため，広島市民病院に救急医療コントロール機能を整備し，その運営費を助成するとともに，コントロール機能を支援する医療機関との円滑な連携を図るための情報システムを運営する。（平成 22年度創設）  （2） 救命救急センターの運営支援（予算額 212,551 千円） 圏域の救急医療体制を維持・強化するため，厚生連廣島総合病院の地域救命救急センター及び独立行政法人国立病院機構呉医療センターの救命救急センターの運営を支援する。（平成 22 年度創設）  （3） 福山・府中地域救急支援診療所整備事業（予算額 70,868 千円） 東部地域の二次及び三次救急医療機関の負担を軽減するため，福山・府中地域に夜間救急対応の初期救急医療施設である，福山夜間成人診療所の整備を助成する。（平成 22年度創設）  （4） 救急医療施設等の整備 ア 初期（一次）救急医療体制の確保 軽症の救急患者に対応する初期救急医療として，市町が設置する休日夜間救急センターや市郡地区医師会による在宅当番医制の充実を図り，休日・夜間における救急医療体制を確保する。  第 8表 休日夜間急患センター整備状況    名     称 開設年月 診療科目 診 療 体 制 内科 小児科 外科 眼科 歯科 休日 準夜 終夜 広 島 市 医 師 会 千 田 町 夜 間 急 病 セ ン タ ー H21.3 ○   ○  ○ (12/31～1/3除く) ○   安 佐 地 区 夜 間 救 急 セ ン タ ー H23.3 ○      ○  呉 市 医 師 会 休 日 急 患 セ ン タ ー S48.9 ○ ○ ○   ○ ○ (小児のみ)  呉 市 医 師 会 小 児 夜 間 救 急 セ ン タ ー H15.10  ○     ○  呉 市 医 師 会 内 科 夜 間 急 患 セ ン タ ー H22.4 ○      ○  竹 原 市 休 日 診 療 所 S49.5 (H2.12移転) ○ ○    ○   三 原 市 医 師 会 休 日 夜 間 急 患 診 療 所 S49.3 (S57.12移転) ○ ○ ○   ○ (小児科除く) ○ (小児のみ) ○ 尾 道 市 立 夜 間 救 急 診 療 所 S51.10 (S58.4移転) ○ ○ ○     ○ 福 山 夜 間 小 児 診 察 所 H12.4  ○     ○  福 山 夜 間 成 人 診 療 所 H25.5 ○  ○    ○  三 次 地 区 医 師 会 休 日 夜 間 救 急 セ ン タ ー S57.3 ○     ○ ○  庄 原 市 休 日 診 療 セ ン タ ー H25.4 ○     ○   大 竹 市 休 日 診 療 所 H7.10 ○  ○   ○   東 広 島 市 休 日 診 療 所 S50.5 (H3.4移転) ○ ○   ○ ○   廿日市市休日・夜間急患診療所 H14.4 ○     ○ ○  高 田 地 区 休 日 夜 間 急 患 診 療 所 H 7 . 1 ○  ○   ○  ○ 広 島 口 腔 保 健 セ ン タ ー H 2 . 4     ○ ○   呉 口 腔 保 健 セ ン タ ー S52.7     ○ ○   福 山 市 歯 科 医 師 会 口 腔 保 健 セ ン タ ー S55.11     ○ ○   



第 9表 救急告示医療機関（平成 25 年 4 月 1日現在） 保健所（支所），市   施設数      保健所（支所），市 施設数 病 院  診療所 計 病 院 診療所 計  広  島  市          42 16 58 福 山 市 21 5 26  呉   市          7 1 8 東 部 16 1 17  西 部 12 0 12 （ う ち 福 山 支 所 ） (3) (1) (4)  （ う ち 広 島 支 所 ） (8) (0) (8) 北 部 3 3 6  （ う ち 呉 支 所 ） (2) (0) (2)      西 部 東 10 1 11  計 111 27 138  イ 二次救急医療体制の確保   初期救急医療施設で対応することが困難な重症救急患者を受け入れ，治療することを主たる目的とする二次救急医療施設を，ブロックごとの病院群輪番制方式により確保する。  第 10表 二次救急医療施設整備状況  （平成 25年 4月 1日現在） 区 分  地  区  運営開始 担    当   病   院   名 

病 院 群 輪番制病院 

1 広 島 地 区                        2 安佐･山県･高田地区                3 佐 伯 ・ 大 竹 地 区           4 東 広 島 地 区             5 呉 地 区           6 竹 原 地 区            7 三 原 地 区           8 尾 道 地 区            9 御 調 ・ 世 羅 地 区            10 因 島 地 区           11 福 山 地 区                12 府 中 地 区            13 三 次 地 区           14 庄  原  地  区 

S52. 7  H 9. 4     H10. 4 H15. 4 H15. 7 H16. 4 H20. 4 H22. 4 H23. 4 H24．9 S57. 3 H20. 1 H22. 4  H22．6 H22.12 S55. 2 S55. 1 H13. 9 H24.10 S55. 1 S55. 4 H18. 4 S54. 4 S52.10 H 8. 4 S53.12 H12. 4 S53. 4 S52. 4  H15. 4 H21. 4 H21.10 H24.10 S55. 4 H13. 4 S53. 7 S54.10 

広島市立舟入病院 荒木脳神経外科病院・一ﾉ瀬病院・慈恵会いまだ病院・太田川病院・尾鍋外科病院・加川整形外科病院・翠清会梶川病院・広島記念病院・広島市民病院・曙会シムラ病院・広島赤十字･原爆病院・中電(株)中電病院・あかね会土谷総合病院・おると会浜脇整形外科病院・原田病院 広島鉄道病院・吉島病院 マツダ病院 五日市記念病院 安芸市民病院 広島厚生病院 藤井病院，一陽会原田病院 ヒロシマ平松病院 県立広島病院 広島市立安佐市民病院 広島共立病院 野村病院，サカ緑井病院，日比野病院，長久堂野村病院 新谷整形外科病院，山口整形外科病院 高陽第一診療所 山崎整形外科内科クリニック 厚生連廣島総合病院・国立病院機構広島西医療センター 西条中央病院・本永病院・国立病院機構東広島医療センター 井野口病院 八本松病院 呉共済病院・済生会呉病院・中国労災病院 県立安芸津病院・安田病院 馬場病院 興生総合病院・土肥病院・三原赤十字病院 尾道市立市民病院 厚生連尾道総合病院 公立みつぎ総合病院 世羅中央病院 日立造船因島総合病院 国立病院機構福山医療センタ－・神原病院・セントラル病院・大田記念病院・日本鋼管福山病院・中国中央病院 楠本病院・福山第一病院 寺岡整形外科病院・亀川病院 沼隈病院 山陽病院 寺岡記念病院 府中市民病院 市立三次中央病院 庄原赤十字病院・庄原市立西城市民病院 小児救急医   療支援事業 1 庄 原 地 区           2 福 山 地 区            3 呉 地 区 H12. 4 H14. 4  H25．4 庄原赤十字病院 国立病院機構福山医療センタ－・福山市民病院・中国中央病院・日本鋼管福山病院 国立病院機構呉医療センター・中国労災病院 小児救急医療拠点病院  広島市立舟入病院（H14.10）厚生連尾道総合病院（H15.5）市立三次中央病院（H16.7） 負担割合   小児救急医療支援事業 国 1／3，県 1／3，市町 1／3 小児救急医療拠点病院 国1／2，県1／2  



  ウ 三次救急医療体制の確保 救急患者のうち，二次救急医療施設では対応が困難な重症及び複数の診療科領域にわたる重篤患者に対応する救急医療を確保する。  第 11表 三次救急医療施設整備状況 区       分   病    院    名  運営開始年月 地域救命救急センター 厚生連廣島総合病院 H23.4  救命救急センター 広 島 市 民 病 院         S52.7 国立病院機構呉医療センター S54.10 県 立 広 島 病 院         H8.11 福 山 市 民 病 院         H17.4  高度救命救急センター 広 島 大 学 病 院         H17.4  （5） 小児救急医療体制の充実（予算額 214,574 千円） 在宅当番医や小児救急医療拠点病院の運営事業により一定の小児救急医療体制は確保されているが，患者の増加に伴う待ち時間の延引や勤務小児科医の労働過重などの課題に対応するため，小児救急医療体制の充実への支援を行う。 ア 小児救急医療支援事業（予算額 26,258 千円） 休日・夜間の当番日に小児科医が当直し，受け入れ体制を確保する医療機関に対して，その運営費を補助する。（平成 11年度創設） イ 小児救急医療拠点病院事業（予算額 118,338 千円） 365日 24 時間体制で広域的に二次の小児救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病院に対して運営費を補助する。（平成 14 年 10 月 1日に広島市立舟入病院を指定，平成 15 年 5 月 1日に厚生連尾道総合病院を指定，平成 16年 7月 1日に市立三次中央病院を指定）（平成 14 年度創設） ウ 小児救急医療電話相談事業（予算額 41,280 千円） 休日夜間の軽度小児救急患者の不安等を軽減するとともに，小児救急を受診する患者の減少と小児科医の負担の軽減を図ることを目的として，看護師等が電話で相談対応する小児救急医療電話相談事業（平成 24 年度から受付時間延長）を実施する。（平成 14 年度創設） エ 【新】岡山大学寄附講座運営事業（予算額 20,000 千円） 広島県東部及び岡山県南西部における小児救急医療体制の確保と小児科医師の養成を図るため，本地域が一体となり岡山大学大学院医歯薬学総合研究科に小児救急に関する寄附講座を設置する。（平成 25年度創設） オ 【新】診療支援医師派遣体制整備事業（予算額 4,698 千円） 中山間以外の地域における二次救急の空白日が生じる事態となっており，救急医療体制を維持・確保するため，岡山大学大学院等の医師が小児救急医療機関で診療を行った場合に奨励金を支給する。（平成 25 年度創設） カ 【新】小児救急医療担当医師育成事業（予算額 4,000 千円） 県内の小児救急医療に従事する小児科医の研究及び研修を支援することにより，小児医療技術の向上を図るとともに，モチベーションを高めることにより県内への定着を促進し，小児救急医療体制を確保する。（平成 25年度創設）  （6） 救急医療情報ネットワークの運営（予算額 85,087 千円） 



救急患者をその症状に適した医療機関へ迅速に搬送するための情報提供を目的として，昭和 55年度（平成 4 年度・平成 9 年度・平成 13 年度・平成 18 年度一部更新）から救急医療情報ネットワークを運営し，県民への医療機関情報の提供，災害時の医療支援等も行っている。（昭和 55年度創設）  第 12表 救急医療情報センター等の端末設備整備状況（平成 25年 4月 1日現在） 機   関   名  設置か所数   設 置 場 所 救急医療情報センター          3か所  県庁内，（社）広島県医師会，（社）広島県歯科医師会 消 防 機 関                   13か所  各消防本部 医 療 機 関                112か所  病院及び診療所（救急，周産期，災害各システム） 地 区 医 師 会                   24か所  各地区医師会,尾道市歯科医師会 県 保 健 所  (支 所 )          7か所  県保健所  第 13表 地域別端末設備設置医療機関数（平成 25年 4月 1日現在） （単位 か所） 区   分  総数 二  次 保 健 医 療 圏 広   島 広島西 広島中央 呉 尾 三 福山･府中 備 北 救   急 112 57 3 9 4 11 23 5 周産期 ※      16 9 － － 3 2 1 1 災 害  ※      18 5 2 1 3 3 2 2 合   計 146 71 5 10 10 16 26 8  ※ 一部医療機関で複数台設置している場合があるため，設置台数は設置医療機関とは一致しない。  （7） ＡＥＤ（自動体外式除細動器）普及促進事業（予算額 1,746千円） 一般県民による心停止者への緊急的な救命措置に利用可能なＡＥＤの設置促進を目的として，引き続き，県有施設にＡＥＤを配置する。（平成 18 年度創設）  （8） 消防・防災ヘリによるドクターヘリ的事業（予算額 550 千円） 医師が救急現場から医療機関に至るまで救命医療を行うことにより，救命率の向上や後遺障害の軽減を図るため，事故・災害等の発生時に消防・防災ヘリで医師・看護師を搬送するシステムや現場で必要な資機材を整備し，三次救急医療体制の強化を図る。（平成 16年度創設）  （9） ドクターヘリの導入事業（予算額 348,265 千円） ドクターヘリの運航により，事故・災害現場等に医師等を搬送し，迅速に救命医療行為を開始することで，救命率の向上や後遺障害の軽減を図り，広域的な救急医療体制を強化する。（平成23年度創設）  （10）メディカルコントロール体制の強化（予算額 499 千円） 救急救命士の特定行為に指示を行うメディカルコントロール（ＭＣ）指示医師，及び事後それを検証するＭＣ検証医師を育成，再教育し，救急医療の向上を図る。（平成 20年度創設）  （11）救急搬送受入体制確保事業（予算額 49,584 千円） 救急搬送時における受入困難事案患者を確実に受入れる医療機関を確保することにより，その解消を図り，円滑な救急搬送受入体制を構築する。（平成 23年度創設）  （12）【新】救急医療体制充実強化事業（予算額 3,000 千円） 福山・府中圏域において，傷病ごとに搬送されている医療機関と，その転帰（確定診断）の状況を



把握・検証し，圏域における救急医療体制の現状把握及び救急医療体制の確保・維持に向けた検討を行う。（平成 25年度創設）  ９ 災害医療体制の充実（予算額 2,103,167 千円） （1） 災害時医療救護体制の整備（予算額 2,734 千円） 大規模災害等での医療救護体制の確立を図るため，災害拠点病院と他の関係機関との連携体制や広域搬送体制のあり方等について検討するための会議を開催するとともに，災害時医療救護訓練を実施する。  第 14表 災害医療救護体制整備の状況                                       （単位 千円） 年   度 予 算 額 事  業  内  容 平成 25 年度 2,734 災害時医療救護訓練（中国地区ＤＭＡＴ訓練含む）の実施，災害拠点病院連絡会議，防災訓練への参加支援，ＤＭＡＴ連絡会議，災害派遣者の保険料 平成 24 年度 1,974 災害時医療救護訓練の実施，災害拠点病院連絡会議，防災訓練への参加支援，ＤＭＡＴ連絡会議（ロジ会），ＤＭＡＴ隊員の保険料 平成 23 年度 1,505 災害時医療救護訓練の実施，災害拠点病院連絡会議，防災訓練への参加支援，ＤＭＡＴ隊員の保険料  （2） 災害時の救命・救急医療体制整備事業（予算額 110,000 千円） 災害時において，交通網・通信網が遮断された状態においても，地域において迅速に医療救護支援が実施される仕組みの構築のため，各地域での災害対策資機材整備の支援や各種の訓練等を実施する。（平成 24年度創設）  （3） 医療施設の耐震化等整備促進事業（予算額 1,717,735 千円）  地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図るため，未耐震建物等を有する病院の耐震化整備を促進する。（平成 24年度創設）  第 15表 医療施設耐震化等整備促進費の助成状況                                   （単位 か所，千円） 年    度 施  設  数 補助額（予算額） 負担割合 平成 2 5 年度（見込） 6 1,717,735 県 1/2，事業者 1/2 平  成  2 4  年  度 3 182,466     （4） 災害拠点病院の機能強化事業（予算額 272,698 千円）  東日本大震災を踏まえ，大規模災害時に災害拠点病院において十分な医療の提供が可能となるよう，病院の施設，設備の整備を支援する。（平成 24 年度創設）    区 分 予 算 額 事  業  内  容 緊急自動車 58,000 災害時に安全，迅速にＤＭＡＴ等が出動できるよう専用の車両を整備 受水槽 134,211 断水時にも適切な医療が提供できるよう水の確保機能増強を図る 自家発電   80,487 停電時にも適切な医療が提供できるよう自家発電装備の増強を図る  １０ 母子医療対策の充実（予算額 50,251 千円）     母体・胎児から新生児に至る周産期医療の総合的・体系的な体制の確保・充実を図るとともに，周産期医療を側面的に支援する周産期医療情報ネットワークを運営する。 ※  周産期：妊娠 22週から出産後 7日未満の期間で，この期間の母体，胎児及び新生児を総合的にケアする医療を周産期医療という。 



（1） 周産期医療システムの運営（予算額 1,548 千円） 県内の周産期医療体制の確保・充実に向け，関係者が協議や調整などを行う広島県周産期医療協議会を設置するとともに，医療現場での問題点等を協議，調査するため，総合周産期母子医療センター（県立広島病院）へ病院部会を設置する。また，周産期医療従事者（医師，看護師，助産師等）を対象とした研修を実施し，周産期医療にかかる知識・技能の向上を図る。（平成 11年度創設） ※ 総合周産期母子医療センター：高度な医療設備をもち，合併症妊娠，妊娠高血圧症候群（旧重  症妊娠中毒症）などリスクの高い妊娠に対する周産期医療を行うことのできる医療機関。  （2） 周産期医療情報ネットワークの運営（予算額 6,945 千円） 県内のＮＩＣＵ（新生児集中治療室）保有病院を中心として，ＮＩＣＵ病床への受入れ可否，緊急母体搬送の受入可否などの情報提供・交換を行う周産期医療情報ネットワークを運営し，周産期医療体制を側面的に支援する。（平成 9年度創設）  （3） 周産期母子医療センター運営支援事業（予算額 41,758 千円） ハイリスクの妊娠・出産に対し高度な医療を提供する，周産期母子医療センターに対して運営費を補助する。（平成 22年度創設）  １１ 臓器移植・骨髄バンク事業等の啓発・推進（予算額 6,789 千円） （1） 臓器移植啓発活動の推進等（予算額 6,000 千円） 臓器の移植に関する法律(平成 9年 10 月 16 日施行）に基づき，臓器提供意思表示カード配布等による普及啓発活動を推進するとともに，「公益社団法人日本臓器移植ネットワーク」及び「公益財団法人ひろしまドナーバンク」など関係機関の協力を得ながら，公正かつ公平な臓器移植体制の確立を図る。（平成 9年度創設）  （2） 骨髄バンク事業等の推進（予算額 789 千円） 骨髄移植に関する正しい知識の普及啓発及び骨髄ドナー登録者の確保を目的として，公益財団法人ひろしまドナーバンクが実施する骨髄バンク事業（医師や骨髄提供経験者が講師を務める出前講座等）に対し助成するとともに，経済界，ボランティア，医療関係者等による協議の場を確保し，県民運動としてのそれぞれの取組を強化する（平成 4年度創設）  第 16 表 骨髄ドナー登録者数                               （単位 人） 年    度 広  島  県 全    国 平成 24 年度 7,868 429,677 平成 23 年度 7,655 407,871 平成 22 年度 7,361 380,457     １２ 医療施設の整備・充実（予算額 309,879 千円） 医療機関における患者の療養環境，医療従事者の職場環境の改善，政策医療の実施等のための医療施設整備費や耐震化のための整備費に対する助成を行う。 （1） 医療施設の整備・充実（予算額 137,942 千円） 医療施設の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ，病院における患者の療養環境，医療従



事者の職場環境，衛生環境等の改善を行う病院の施設整備費に対して助成する。（平成 5年度創設）  第 17表 医療施設整備費の助成状況                                   （単位 か所，千円） 年    度 施  設  数 補助額（予算額） 摘    要 平成 2 5 年度（見込） 2 38,712 地球温暖化対策施設整備 看護師等養成所施設整備 平  成  2 4  年  度 3 161,321 近代化施設整備（精神） アスベスト除去等整備 平  成  2 3  年  度 3 455,066 近代化施設整備（一般・精神） 院内感染対策施設整備                                 〔負担割合 国 1/3，事業者 2/3 〕   （2） 医療施設の耐震化のための整備（予算額 171,937 千円） 災害時の医療の確保を図ることを目的として，県が指定した未耐震の災害拠点病院等が行う耐震化のための整備に要する経費の一部を助成する。（平成 21年度創設）  第 18表 医療施設耐震化整備費の助成状況                                   （単位 か所，千円） 年    度 施  設  数 補助額（予算額） 負担割合 平成 2 5 年度（見込） 1 171,937 県 1/2，事業者 1/2 平  成  2 4  年  度 4 1,112,817 平  成  2 3  年  度 3 972,562     １３ 心身障害者（児）及び休日の歯科医療の確保（予算額 7,625 千円） 心身障害者（児）及び休日の歯科医療を確保するため，（社）広島県歯科医師会，広島市歯科医療福祉対策協議会，（社）福山市歯科医師会，（社）呉市歯科医師会，（社）尾道市歯科医師会及び三次市歯科医師会が行う診療業務に対して助成する。（平成 17年度創設） 
 １４ 心不全・脳卒中に係る地域連携サポート体制整備（予算額 31,800 千円） （1） 心不全地域連携サポートチーム体制の構築（予算額 29,800 千円）             心不全患者の再発・再入院率を低下させ，患者の生活の質の向上を図るため，広島大学病院を中心とした地域連携サポートチーム体制の整備を支援する。（平成 23年度創設） （2）【新】脳卒中リハビリテーション支援体制の整備（予算額 2,000 千円）    地域リハビリテーション，地域包括ケアの研修の場の整備及び人材育成のため，公立みつぎ総合病院（リハビリテーション支援センター）の研修施設を整備する。（平成 25年度創設） 
 

 １５ 【新】医療介護経営人材育成支援事業（予算額 2,961 千円） 医療や介護の複合的な施設経営において，経営感覚に富み，高いマネージメント能力を備え，地域経営に視野を置いた人材育成を行うため，地域社会における即戦力としての社会人教育に取り組む広島国際大学に対し，講義開催等への支援を行う。（平成 25年度創設）  
 


